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平成２１年度 環境技術実証事業 

小規模事業場向け有機性排水処理技術分野のこれまでの経緯について 

  

 

１．これまでの経緯 

 

 平成２０年度実証試験結果報告書の承認及び公表 
環境省では、「平成２０年度 環境技術実証事業 実施要領」に基づき、平成２

１年４月２７日に、平成２０年度実証試験結果報告書（メカセラ装置（株式会社

セイスイ））を承認し、公表した。 
 

 実証試験要領（第１版）の改訂 
小規模事業場向け有機性排水処理技術実証試験要領（第１版）を改訂した。 
（小規模事業場向け有機性排水処理技術実証試験要領（第２版）：参考資料１） 

     ＊主な改訂内容 
      ・汚泥発生量（減量化）に関する実証試験方法の改訂 
      ・週間試験の省略又は試験日数の削減の可能性を追加 
      ・試験結果報告書概要フォームへの「技術適用可能分野」の追加 
      ・小規模事業場向け有機性排水処理技術（厨房・食堂、食品工場等関係）

名の変更 
  

 実証機関の公募 
実証運営機関((財)日本環境衛生センター)では、「平成２１年度環境技術実証

事業実施要領（第２版）」に基づき、地方公共団体並びに独立行政法人通則法に

よる独立行政法人並びに地方独立行政法人法による地方独立行政法人並びに公

益法人認定法により認可された公益社団法人及び公益財団法人及び一般社団・

財団法人法及び公益法人認定法の施行に伴う整備法第 40 条による特例民法法

人並びに特定非営利活動法人を対象に、４月２７日～５月２２日まで応募を実

施した。 

２団体(大阪府と(社)埼玉県環境検査研究協会)からの応募があった。 
 

 実証機関の選定 
申請のあった団体について[1]組織・体制 [2]技術的能力 [3]公平性の確保 

[4]公正性の確保 [5]経理的基礎の５つの観点から審査を行い、平成２１年６

月２９日に行われた環境技術実証事業 小規模事業場向け有機性排水処理技術

ワーキンググループの助言を得て、大阪府と(社)埼玉県環境検査研究協会を実
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証機関として選定し、環境省に報告した。 

 
 実証機関の承認 

環境省では、実証運営機関((財)日本環境衛生センター)からの報告を受けて、

「平成２１年度 環境技術実証事業 実施要領」に基づいて、平成２１年５月２９

日に大阪府と(社)埼玉県環境検査研究協会を実証機関として承認した。 
 

 実証対象技術の公募 
実証機関(大阪府、(社)埼玉県環境検査研究協会)では、「環境技術実証事業 技

術実証に係る申請及び実施に関する要領」に基づいて、「平成２１年度 環境技術

実証事業 実施要領」で対象となる技術を保有する民間企業を対象に、平成２１年

６月２９日～７月２９日まで応募の受付を実施した。３環境技術開発者(実証対象技

術：大阪府（１社）、(社) 埼玉県環境検査研究協会(２社))からの応募があった。        

 
 実証対象技術の選定 

   実証機関(大阪府)では、申請のあった実証対象技術(環境技術開発者)につい

て[1]形式的要件 [2]実証可能性 [3]環境保全効果等の３つの観点から審査

を行い、小規模事業場向け有機性排水処理技術分野大阪府技術実証委員会の助

言を得て、平成２１年９月１６日にオーダーメイド微生物を活用した環境浄化

(株式会社大阪生物環境科学研究所)を実証対象技術として選定し、実証運営機

関((財)日本環境衛生センター)に報告した。 
実証機関((社)埼玉県環境検査研究協会)では、申請のあった実証対象技術(環

境技術開発者)について[1]形式的要件 [2]実証可能性 [3]環境保全効果等の

３つの観点から審査を行い、小規模事業場向け有機性排水処理技術分野埼玉県

技術実証委員会の助言を得て、平成２１年９月１４日に厨房排水処理装置”Ｅ

ＣＯＴＲＩＭ”(ＯＰＰＣ株式会社)と業務用厨房シンク型 油水分離回収機”

グリス・ＥＣＯ ＤＳ－２”(株式会社大都技研)を実証対象技術として選定し、

実証運営機関((財)日本環境衛生センター)に報告した。 
 

 実証対象技術の承認 
実証運営機関((財)日本環境衛生センター)では、実証機関(大阪府、(社)埼玉

県環境検査研究協会)からの報告を受けて、「平成２１年度 環境技術実証事業 実

施要領」に基づいて、小規模事業場向け有機性排水処理技術ワーキンググループ

の助言を得て、平成２１年９月１４日に厨房排水処理装置”ＥＣＯＴＲＩＭ”  

(ＯＰＰＣ株式会社)と業務用厨房シンク型 油水分離回収機”グリス・ＥＣＯ  

ＤＳ－２”(株式会社大都技研)を実証対象技術として承認した。また、同様に  
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平成２１年９月１８日にオーダーメイド微生物を活用した環境浄化(株式会社大

阪生物環境科学研究所)を実証対象技術として承認した。 
 

 実証試験計画書の策定及び提出 
   実証機関(大阪府)では、「平成２１年度 環境技術実証事業 実施要領」に基づ

いて、平成２１年１０月２８日に行われた有機性排水処理技術分野大阪府技術

実証委員会の助言を得て、実証対象技術(オーダーメイド微生物を活用した環境

浄化(株式会社大阪生物環境科学研究所))の実証試験計画書（案）を策定した。 
   実証機関((社)埼玉県環境検査研究協会)では、「平成２１年度 環境技術実証

事業 実施要領」に基づいて、平成２１年９月１５日に行われた有機性排水処理

技術分野埼玉県技術実証委員会の助言を得て、実証対象技術(厨房排水処理装

置”ＥＣＯＴＲＩＭ”(ＯＰＰＣ株式会社)と業務用厨房シンク型 油水分離回

収機”グリス・ＥＣＯ ＤＳ－２ ７５０-６００Ｐ”及び”グリス・ＥＣＯ Ｄ

Ｓ－２ ６００-６００”(株式会社大都技研))の実証試験計画書を策定した。

実証機関((社)埼玉県環境検査研究協会)では、平成２１年１０月１日に「平成

２１年度 環境技術実証事業実施要領」第２部第７章第１項に基づいて、実証運

営機関((財)日本環境衛生センター)に、厨房排水処理装置”ＥＣＯＴＲＩＭ”(Ｏ

ＰＰＣ株式会社)の実証試験計画書を提出した。また、実証機関((社)埼玉県環

境検査研究協会)では、平成２２年２月２日に「平成２１年度 環境技術実証事

業実施要領」第２部第７章第１項に基づいて、実証運営機関((財)日本環境衛生

センター)に、業務用厨房シンク型 油水分離回収機”グリス・ＥＣＯ ＤＳ－

２ ７５０-６００Ｐ”及び”グリス・ＥＣＯ ＤＳ－２ ６００-６００”(株

式会社大都技研)の実証試験計画書を提出した。 
 

 実証試験に係る手数料額及び納付期限の確定 
   実証機関((社)埼玉県環境検査研究協会)では、「平成２１年度 環境技術実証

事業 実施要領」、「小規模事業場向け有機性排水処理技術実証試験要領（第２

版）」及び実証試験計画に基づいて、環境技術開発者(ＯＰＰＣ株式会社)と実証

運営機関((財)日本環境衛生センター)との協議の上、平成２１年１０月２日、

手数料額及び納付期限を確定した。なお、実証試験について、その手数料の納

付等に関して平成２１年１０月５日、環境技術開発者(ＯＰＰＣ株式会社)と実

証運営機関が契約し、また同日に委託料等に関して実証運営機関と実証機関(委

託先)間で契約した。 

   また、実証機関((社)埼玉県環境検査研究協会)では、「平成２１年度 環境技

術実証事業 実施要領」、「小規模事業場向け有機性排水処理技術実証試験要領

（第２版）」及び実証試験計画に基づいて、環境技術開発者(株式会社大都技研)
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と実証運営機関((財)日本環境衛生センター)との協議の上、平成２２年２月３

日、手数料額及び納付期限を確定した。なお、実証試験について、その手数料

の納付等に関して平成２２年２月１０日、環境技術開発者(株式会社大都技研)

と実証運営機関が契約し、また同日に委託料等に関して実証運営機関と実証機

関(委託先)間で契約した。 
 

 実証試験の実施 
   実証機関((社)埼玉県環境検査研究協会)では、平成２１年１０月～平成２２

年２月の期間に実証試験計画書に基づき実証対象技術(厨房排水処理装置”ＥＣ

ＯＴＲＩＭ”(ＯＰＰＣ株式会社)と業務用厨房シンク型 油水分離回収機”グ

リス・ＥＣＯ ＤＳ－２ ７５０-６００Ｐ”及び”グリス・ＥＣＯ ＤＳ－２ 

６００-６００”(株式会社大都技研))の実証試験を実施した。 
 

 有機性排水処理技術拡大ワーキンググループの開催    
実証運営機関((財)日本環境衛生センター)では、「平成１７年度第３回環境

技術実証モデル事業検討会（H18.3.15）」において整理された 2 つの検討課題

「より広範な関係者の意見吸い上げ」「実証ベネフィットの向上」を踏まえて、

平成２１年１１月２０日に、環境技術実証事業 小規模事業場向け有機性排水

処理技術拡大ワーキンググループ会合を開催した。拡大ワーキンググループ会

合においては、より効果的な制度の構築のため、「より広範な関係者の意見吸

い上げ」「実証ベネフィットの向上」を目的として、議論を行った。 
 

 実証対象技術の承認の取り下げ 
  実証運営機関では、平成２１年１２月２１日に実証機関(大阪府)から「環

境技術開発者(株式会社大阪生物環境科学研究所)による実証試験の辞退」の

報告があったことから、平成２２年１月１５日に実証対象技術の承認の取り

下げを環境省に報告した。 
 

 実証試験結果報告書の作成 
  実証機関((社)埼玉県環境検査研究協会)では、実証試験によって得られた

データ･情報を分析し、平成２２年３月３日に行われた有機性排水処理技術分

野埼玉県技術実証委員会の助言を得て、実証試験結果報告書を作成し、平成

１９年３月１１日に実証運営機関((財)日本環境衛生センター)に提出した。 

 

２．これからの進め方について 
 報告書のとりまとめ 
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 実証運営機関に提出された実証試験結果報告書は、ワーキンググループにお

いて検討され、その結果を環境省に報告する。 

 実証運営機関からの報告を受けて環境省は実証試験結果報告書を承認する。 

 

 報告書の公開について 

 承認された実証試験結果報告書は環境省の環境技術データベース等で一般に

公開される。  

 

 試験要領の見直し 

 拡大ワーキンググループ会合等を踏まえて、「平成２１年度 環境技術実証事

業 実施要領」に基づき、「小規模事業場向け有機性排水処理技術実証試験要

領（第２版）」の見直しを行う。 

  
   
 


